第５　当施設で想定される感染症

１　感染症等の分類
感染性胃腸炎　（５類感染症）
	病原体
	小型球形ウイルス（ノロウイルス）、ロタウイルスＡ，Ｂ，Ｃ型･、アデノウイルス等

	感染経路
	・ 食品，飲用水からの食物感染（ノロ、ロタ、アデノウイルス）

ノロウイルスは特にカキ等の二枚貝類を介した事例が多い

・ 患者の便，吐物との間接接触感染（ノロ、ロタ、アデノウイルス）

・ 飛沫感染（アデノウイルス）

・ 空気感染：間接感染様式（ノロウイルス）

十分に洗浄・消毒されていない吐物中のウイルスが粉塵として舞い上がり、間接感染様の空気感染を起こす

	潜伏期
	１～2日（ノロ、ロタウイルス）、3～10日（アデノウイルス）

	感染期間
	ノロウイルス：発病時 ～ 数日間

ロタウイルス：発病時 ～ 1週間

アデノウイルス：発病時 ～ 約10～14日

	関係法令
	感染症法第14条・食品衛生法第５８条

	拡大防止
	· 汚染食品の廃棄と水の加熱消毒

· 患者の便、吐物で汚染された衣類、リネン、トイレ、床及び患者の手指が接触したと思われる部分（ドアノブ等）の消毒

· 手洗いの励行と使い捨て手袋、サージカルマスクの着用

· 患者との必要以外の濃厚接触を避ける


	行動計画
	①個室対応とし、ガウンテクニックを行う。

②厨房に連絡をし､感染症の対応を依頼する。

③温度、湿度の管理、バイタルチェック

④食事はベッドのギャッジＵＰ（角度４５°）を行い介助する。自力摂取が可能な方はオーバーテーブルをつけて摂取する。個々の状態に合わせて様子を伺う。水分補給（水分の摂取目標については主治医と相談し個々に定める）に努め、飲用量の把握を行う。下膳時はビニール袋に入れて病院用ハイター（１００倍希釈液：0.06％）をスプレー後密封して運ぶ。

⑤入浴は看護師の指示にて清拭を行う。

⑥オムツの使用後はビニール袋に入れて病院用ハイター（２５倍希釈液：0.24％）をスプレー後密封して汚物入れに捨てる。清拭タオルもビニール袋に入れて病院用ハイター（２５倍希釈液：0.24％）をスプレー後密封して処理する。

　（-）判定は便で実施するので看護師は便を病院へ持っていく。

⑦洗濯物はビニール袋に入れて病院用ハイター（１００倍希釈液：0.06％）をスプレー後密封して洗濯に出す。洗濯については、排泄物や体液等の付着がある場合病院用ハイター（１００倍希釈液：0.06％）に３０分程浸し水ですすぐ（生地が痛んだり、色落ちが考えられるため予めご家族に了解を得ておく）。

⑧掃除は病院用ハイター（５０倍希釈液：0.12％）をスプレーして行う。

⑨嘔吐物はペーパータオル等で拭き取る。この時拭き残し部の乾燥を防ぐためにも、嘔吐物をペーパータオルで覆い病院用ハイター（２５倍希釈液：0.24％）を噴霧し５分程してから拭き取る。ペーパータオル、衣類等の汚れ物はビニール袋に入れて病院用ハイター（２５倍希釈液：0.24％）をスプレーし密封する。床、ベッド等が汚れた時は病院用ハイター（２５倍希釈液：0.24％）をスプレーした雑巾で拭き取り、雑巾はビニール袋に密封して処理する。

※脱水による発熱や嘔吐による誤嚥に注意する。

　看護師は症状の緩和に努める。

	症　　状
	ノロウイルス

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛を主症状とする。38℃以上の発熱及び激しい下痢症状はまれ。24～48時間で症状は軽快。

ロタウイルス

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛を主症状とする。発熱、気道症状を呈する場合がある。数日で症状は軽快。

アデノウイルス

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛を主症状とする。発熱、及び咽頭炎等の気道症状を呈する場合がある。

	治　　療
	対症療法


感染性胃腸炎

	嘔吐・下痢等の
症状がみられる


	看護師に報告


	主治医に上申・受診



疑い・発症　　　　　　　　　　　　異常なし


	感染症対策委員会
に報告
	
	入院加療
	
	居室で対応
	

	
	
	



個室対応

	患者への指導
職員への方針伝達




インフルエンザ　（５類感染症）
	病原体
	インフルエンザウイルスＡ・Ｂ・Ｃ型（ウイルス）

	感染経路
	・ 飛沫感染

· 飛沫核感染：極小さな粒子は長い時間空気中に浮遊し、また一旦床に落下した粒子も水分を失うと再び埃とともに空気中に舞い上がり、同じ空間を共有する沢山の人に吸い込まれ、感染する。感染の拡大（流行）にはこの飛沫核感染の役割が大きい。

· 接触感染

	潜伏期
	１～3日

	感染期間
	発病時 ～ 約3日間

	関係法令
	感染症法第14条

	拡大防止
	インフルエンザは一般的に言われる風邪とは全く別の感染症であり、感染力の強い病気である点に注意をした対応が必要。

· 患者の気道分泌物に汚染された物品や部分の消毒

· うがい・手洗いの励行と使い捨て手袋の着用

· サージカルマスクの着用（患者、及び特に患者と接する機会のあるヒト）

· 湿度の保持（50～60％）

· 患者との必要以外の濃厚接触を避ける

· ワクチン接種（高齢者においては重症化、死亡を防ぐ）

· 地域での発生に関する情報の収集

高知県衛生研究所　高知県感染症情報センター

 http://www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/

	行動計画
	①個室対応とし､ガウンテクニックを行う。

②温度、湿度の管理、バイタルチェック

③食事はベッドのギャッジＵＰ（角度４５°）を行い介助する。自力摂取が可能な方はオーバーテーブルをつけて摂取する。個々の状態に合わせて様子を伺う。水分補給（水分の摂取目標については主治医と相談し個々に定める）に努め、飲用量の把握を行う。

④入浴は看護師の指示にて清拭を行う。

⑤排泄は特別な処置はないが形状や色等の把握が必要である。

⑥掃除、換気はこまめに行う。

※特養職員は全員マスクを着用し、うがい、手洗いを徹底する。

	症　　状
	突然の発熱（３８ｏＣ以上）、悪寒、頭痛、筋肉痛、腰痛、咽頭痛、咳、鼻閉

	治　　療
	· 早期（４８時間以内）に抗インフルエンザウィルス薬の内服

· 安静・適切な対症療法、水分補給

· 肺炎等の合併症を併発した場合､重症化する恐れがあるため、状況に応じて協力病院への入院も検討される。


	高熱・鼻閉・咳・悪寒・頭痛・筋肉痛等の
症状がみられる


	看護師に報告


	主治医に上申・受診



疑い・発症　　　　　　　　　　　　異常なし


	感染症対策委員会
に報告
	
	入院加療
	
	居室で対応
	

	
	
	



個室対応

	患者への指導
職員への方針伝達


疥癬
	病原体
	ヒゼンダニ（虫体）

	感染経路
	· 直接接触感染

· 患者から脱落したヒゼンダニやノルウェー疥癬患者の患部から剥離した痂皮化した皮膚が付着した寝具、床を介した間接接触感染

	潜伏期
	感染経験のないヒトは4～6週間、感染経験のある人は1～4日

	感染期間
	ヒゼンダニの完全な駆除が終わるまで

	関係法令
	

	拡大防止
	ダニは皮膚に寄生しなければ3～4日以上は生存できないため、この間の衛生管理をしっかり行う。

· 治療開始後4日目までの肌着、患部に接する衣服、リネン等のお湯による洗浄と熱風による乾燥等による消毒。アイロンがけも有効である。

· 湿式による清掃（排気を舞い上げないタイプの掃除機でも可）、布団干し。

· 手袋、タオル、長袖ガウンの着用で直接患者との接触を防ぐ

予防的治療に当たっては、必要に応じ医師の判断により適切に実施する。

	行動計画
	①個室対応とし、それまでの居室はオゾン燻蒸を行う。居室移動の際には、新しいベッドにする、または、オムニマット・リネン類の交換を行い、落屑に付着したダニを新しい居室に持ち込まないようにする。

②入室時はエプロン、ゴム手袋を着用する

③食事はベッドのギャッジＵＰを行い、介助を行う。

自力摂取が可能な方は車椅子移乗を行いマイテーブルにて食事を行う。（見守りを行う）

食後は御膳をビニール袋に入れ下膳する。オシボリ、エプロンはビニール袋に入れ密封して一般の物と同様の入れ物に入れる。

④オムツはビニール袋に入れ汚物入れに捨てる。清拭タオルはビニール袋に入れ密封して洗濯に出す。

⑤疥癬の診断後、入浴は一番最後とする。衣類、タオル等は密封して洗濯に出す。浴室の掃除は通常通り行う。

⑥洗濯物はビニール袋に入れ密封して出す。

掃除は強酸性水をスプレーして行う。

⑦シーツ交換は入浴中に行い、汚れたシーツはビニール袋に入れ密封して所定の場所に出す。袋には「疥癬」と記入しておく。

⑧完治後オゾン燻蒸を行い、空気の入替を行い、1日部屋をあけてから使用する。衣類等は日干しする。

※消毒液は強酸性水、殺虫剤を使用する。

	症　　状
	激しい痒み（特に夜間）、皮疹（腹部、胸部、腋窩、手掌、指間）

	治　　療
	ストロメクトール錠内服（２週間に１回服薬を２回で１クール）

オイラックス塗布を行う




　　　　　　　　　　　　　　
	激しい痒み・皮疹（胸部・
腹部・腋窩・手掌・指間）
等の症状がみられる


看護師に報告
主治医・もしくは皮膚科受診

　疑い・発症





異常なし
　
	感染症対策委員会に
報告


　個室対応
　
	患者への指導
職員への方針伝達


	病原体
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）（細菌）

	感染経路
	・ 間接接触感染

医療従事者の手指等からの感染が多い

（菌は、患者の唾液、喀痰、膿汁等に含まれる）

	潜伏期
	不定

	感染期間
	症状のある間。定着している場合は感染期間不定。

	関係法令
	感染症第１４条

	拡大防止
	· 適切な消毒方法による院内感染対策の運用

· 手指の徹底消毒

· 患者衣類、リネン、医療器具等の消毒

	行動計画
	①感染部位により隔離が必要かどうかの指示を看護師より受け対応する。

②入室時はガウンテクニックを行う。

③食事で使用した食器の処理は特に必要ではないが、お膳、残飯はビニール袋に入れて下膳する。

④入浴は最後に行う。入浴後浴槽内等洗浄後消毒液を流しその後流水を掛ける。

⑤排泄は特別な処置はない。排泄物からＭＲＳＡが検出された場合はビニール袋に入れ消毒液をスプレーして密封し汚物入れに捨てる。

⑥洗濯物はビニール袋に入れて強酸性水スプレー後密封して洗濯に出す。感染部位（便、痰等）により菌が付着している物はビニール袋に入れ消毒液を浸し密封して洗濯に出す。

⑦トイレは特定のものを使用し、使用後はその都度消毒液を浸したペーパータオルで清拭する。

※消毒液は次亜塩素酸ナトリウム（病院用ハイター）

　　　　　塩化ベンザルコ二ウム（ウェルパス）

　　　　　消毒用アルコール（エタノール）　　　　等を使用

	症　　状
	発熱、黄色膿性痰又は膿汁、局所炎症所見、外毒素による水溶性下痢、熱傷様皮膚症候群、新生児皮膚湿疹

（症状を起こさず、湿った体毛のある場所や、腸管に定着しキャリアとなることも多く、体力の落ちたとき別の場所に感染して症状を呈す）

	治　　療
	· 化学療法

バンコマイシン

· 医師の指示があればイソジンガーグル・イソジンゲル等使用する


メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）感染症　５類感染症

	発熱・黄色膿性痰・局所炎症所見・水溶性下痢等
の症状がみられる


	看護師に報告


	主治医に上申・受診



疑い・発症　　　　　　　　　　　　異常なし


	感染症対策委員会
に報告
	
	入院加療
	
	居室で対応
	

	
	
	



個室対応

	患者への指導
職員への方針伝達


結核　２類感染症

	病原体
	結核菌

	感染経路
	・飛沫感染（空気感染）

	· 潜伏期
	· ＢＣＧ未接種者の場合、2ヶ月くらいで発病

· ＢＣＧ既接種者の場合、感染後４～5ヶ月以降に発病。

初感染後の発病は５～１２ヶ月が高く、続く1年くらいはこの期間に次いで高い発病率を示す。

	感染期間
	治療をしている間。

	関係法令
	結核予防法

	拡大防止
	· 入院による治療が必要であり、速やかに主治医・医療機関との連携をとる。

· 免疫のない職員は、患者との接触を避ける。

	行動計画
	1 病院に移送するまでは、原則として個室対応とする。

2 ケア時は、高性能マスクを着用する。

	症状
	· 持続する（2週間以上）の咳、喀痰、胸痛等の呼吸器症状

· 発熱、倦怠感、食欲不振、体重減少

	治療
	・抗結核薬の内服（６～９ヶ月間）。治療を開始して１～２ヶ月で症状は治まるが、最後まで内服を続けることが重要。


	２週間以上咳や痰が続く・胸痛・発熱
食欲不振等症状がみられる



看護師に報告

主治医に上申・受診

結核患者発生


感染症対策委員会に報告　　　　　　　　　　保健所に２日以内に発生届
　　　
	入院先への連絡
搬送方法の検討
	事後措置の要否検討


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　　不要
　　　入院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨時の健康診断　　　終了
新型コロナウイルス感染症　５類感染症
（1）特徴
	多くの症例で発熱、呼吸器症状（咳、咽頭痛、鼻汁、鼻閉など）、頭痛、倦怠感など、インフルエンザや感冒に初期症状が類似している。また、嗅覚症状・味覚症状を訴える患者も多い。高齢者、基礎疾患（慢性呼吸器疾患、糖尿病、心血管疾患など）がハイリスク要因と考えられている。
環境中のウイルスの残存時間はエアロゾルでは3時間程度、プラスチックやステンレスの表面では72時間程度、段ボールの表面では24時間程度、銅の表面では４時間程度とされる。クルーズ船の調査では、患者の枕、電話受話器、TVリモコン、椅子の取っ手、トイレ周辺環境でウイルスが多く付着していた。
インフルエンザの残存時間に比べると、新型コロナウイルスの方が長く環境に留まるため、消毒をしっかりと行うことが重要である。手洗いが重要だが、エアジェット式手指乾燥機は使用しないことが望ましいとされる。

	

	

	病原体
	新型コロナウイルス （SARS-CoV-2）

	潜伏期間
	主に約５日程度（1～１４日）

	感染経路・感染期間
	新型コロナウイルスへの感染は、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの
粘膜に触れることによって感染が起こる飛沫感染が主体と考えられるが、
ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで起こる接触感染
もあるとされる。また換気の悪い環境では、咳やくしゃみなどがなくても
感染すると考えられている。このため、３密を避けることが重要となる。
有症者が感染伝播の主体であるが、発症前（発症の２日前から）や、無症状病原体保有者からの感染リスクもあり、発症前後の時期に最も感染力が高いとの報告がされている。また、約半数は無症状病原体保有者から感染するとの報告もあり、注意が必要である。
なお、血液、尿、便から感染性のある新型コロナウイルスを検出することはまれとされる。

	エアロゾル感染
	エアロゾル感染は厳密な定義がない状況にあるが、新型コロナウイルスは
密閉された空間において、短距離でのエアロゾル感染を示唆する報告があ
るため、空気感染予防策が推奨される。

	症状・予後
	初期症状はインフルエンザや感冒に似ており、多くの症例で発熱、呼吸器
症状（咳、咽頭痛、鼻汁、鼻閉など）、頭痛、倦怠感などがみられる。ま
た、嗅覚症状・味覚症状を訴える患者が多い。なお、高齢者では、必ずし
も症状が典型的でないこともある。
重症化する場合、１週間以上、発熱や呼吸器症状が続き、息切れなど肺炎に関連した症状を認め、その後、呼吸不全が進行し、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）、敗血症などを併発する例が見られる。重症化する例では、肺炎後の進行が早く、急激に状態が悪化する例が多いため、注意深い観察と迅速な対応が必要になる。

	治療
	現時点の治療の基本は対症療法である。レムデシビル（エボラ出血熱の治療薬として開発。国内で初めて新型コロナウイルス感染症に対する治療薬として承認された）、重症例ではデキサメタゾン。抗血栓薬、抗凝固薬の効果も示唆されている。

	予防法・
ワクチン
	新型コロナウイルスに対するワクチンが開発され、令和3年２月より接種開始。


　　
新型コロナウイルス感染症の経過
（出典：加藤康幸ら：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第4.2版、2021年2月19日）
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（2）予防のために必要なこと

 病原体（感染源）の排除
 感染経路の遮断
 宿主の抵抗力の向上
が、重要です。このため、飛沫を吸い込まないように人との距離を確保し、会話時にはマスクを着用し、手指のウイルスは洗い流すことが大切です。
①新型コロナウイルス感染予防のために利用者・職員が協力して行うこと
 常日頃からのマスクの着用
 石けんによる手洗い、アルコールによる手指衛生
 ３つの密の回避、換気
 新しい生活様式の実践
②新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
新型コロナウイルス消毒・除菌方法一覧（それぞれ所定の濃度があります）
	方法
	モノ
	手指
	現在の市販品薬機法上の整理

	水及び石鹸よる洗浄
	○
	○
	―

	熱水
	○
	×
	―

	アルコール消毒液
	〇
	〇
	医薬品・医薬部外品（モノへの適用は「雑品」）

	次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液
（塩素系漂白剤）
	〇
	×
	「雑品」（一部、医薬品）

	手指用以外の界面活性剤
（洗剤）
	〇
	－
（未評価）
	「雑品」（一部、医薬品・医薬部外品）

	次亜塩素酸水
（一定条件を満たすもの）
	○
	－
（未評価）
	「雑品」（一部、医薬品）

	亜塩素酸水
	○
	－
（未評価）
	「雑品」（一部、医薬品）


感染防止（日頃からの取り組み）
≪施設等における取組≫
（感染症対策の再徹底）
・日頃から利用者の健康状態や変化の有無等に留意
・感染防止に向けた取り組みを職員が連携して推進
・疫学調査への協力準備（接触者リスト・ケア記録等）

・面会及び施設への立ち入り：緊急止むを得ない場合を除き、制限（委託業者等含む）

≪職員の取り組み≫
（個人での感染対策）
・咳エチケット・手洗い・アルコール消毒等の徹底
・出勤前の体温計測
・職場での「3つの密」回避の徹底
（サービス実施の際の留意点：リハビリ等）
・「3つの密」の回避　1.換気が悪い密閉空間
　　　　　　　　　　 2.多数が集まる密集場所
　　　　　　　　　　 3.間近で会話や発声をする密接場面
・その他の留意事項　・同時間帯・同場所での実施人数の縮小
　　　　　　　　　　・定期的な換気
　　　　　　　　　　・ソーシャルディスタンスの確保
　　　　　　　　　　・声を出す機会の最小化（マスク着用の徹底）
　　　　　　　　　　・清掃・共有物の消毒の徹底
　　　　　　　　　　・手指衛生の励行の徹底

感染者等が発生した場合　 感染者　※医師が診断
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（情報共有、報告等）　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　｜
・速やかに施設長等に報告し、　　　　　　　職員の場合　　　　　　　　利用者の場合
　施設内で情報共有

　/指定業者・家族等に連絡
　　　　　　↓
　（消毒・清掃等）
・居室及び利用した共有スペースの　　　原則入院　　　　　　　　　　原則入院
　の消毒・清掃・保健所の指示対応　　（症状等によっては　　　　　（高齢者や、基礎
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　自治体の判断）　　　　　　　疾患を有する者）
　（疫学調査への協力等）　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者のケア記録や面会　
　者の情報提供
　　　　　　　　　　感染が疑われる者　※施設長等が判断


　　　（情報共有、報告等）　　　　　　　　　　かかりつけ医等の地域
　　・速やかに施設長等に報告し、　　　　　　　で身近な医療機関に
施設内で情報共有　　　　　　　　　　　　電話相談
　　　/指定業者・家族等に連絡

　　　　（消毒・清掃等）　　　　　　　　　　　土日や夜間など、相談する
　　・居室及び利用した共有スペース　　　　　　医療機関を迷う場合には、
　　　の消毒・清掃　　　　　　　　　　　　　　受診・相談センターに
　　・保健所の指示対応　　　　　　　　　　　　電話相談


　　（疫学調査への協力等）
　　・利用者のケア記録や面会　

　者の情報提供
　　
　　　　　　　　　　濃厚接触者　　※保健所が判断
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　職員の場合　　　　　　　　　利用者の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・原則個室移動
　　　　　　自宅待機を　　　　　　　・部屋の換気を十分に実施
　　　　　　行い、保健　　　　　　　・職員は使い捨て手袋とマスクを着用

　　　　　　所の指示に　　　　　　　・ケアの開始時、終了時に、手指消毒を実施
　　　　　　従う　　　　　　　　　　・有症状者については、リハビリ等は実施しない
	濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。
(ⅰ)食事の介助等

	・食事介助は、原則として個室で行う
・食事前に利用者に対し、（液体）石けんと流水による手洗い等を実施
・食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用
・まな板、ふきん等は、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄

	(ⅱ)排泄の介助等

	・使用するトイレの空間は分ける
・おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、サージカルマスク、長袖ガウンを着用
・使用済みおむつ等の廃棄物の処理に当たっては感染防止対策を実施
※ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする（使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理）

	(ⅲ)清潔・入浴の介助等

	・介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機（80℃10分間）で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥
・個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよい。その際も、必要な清掃等を実施

	(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等

	・当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はないが熱水洗濯機（80℃10分間）で処理し、洗浄後乾燥させるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥
・当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のごみの処理は、ビニール袋に入れるなどの感染防止対策を実施
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